
新 旧 対 照 表 
新 旧 

１ 略 
２ 略 
３ 略 
４ 構造改革特別区域の特性 

  西尾市（以下「本市」という。）は、平成２３年４月１日西尾市、一色

町、吉良町、幡豆町の１市３町が合併し誕生し、愛知県名古屋都市圏

にあり、愛知県の中央を北から南へ流れる矢作川流域の南端に位置し、

東には三ヶ根山などの山々が連なり、西には矢作川が流れ、南は三河

湾を臨み、佐久島、梶島、前島、沖島が点在し、全体として緑豊かな

自然と風光明媚な景観に恵まれている。 

   交通基盤は、名鉄西尾線が新安城と西尾、名鉄蒲郡線が区域南東部

を走っており、東西方向を走る国道２４７号に各種道路が結節し道路

網が形成され、東には蒲郡市、北には安城市と接している。 

  本市の人口は、令和３年４月１日時点では１７万１，１７３人であ

る。 

  本市では、少子・高齢化、核家族化の進行や夫婦共働き家庭の増加に

より低年齢化する保育の需要と多様化する保育ニーズに対応するた

め、延長保育・一時保育・乳児保育・障害児保育といった特別保育を実

施し、保育の充実を図るなど子育て支援を区域の重点施策として取り

組んでいるが、高まる保育ニーズに対応するため保育所運営費は多額

となっている。 

このため、本特例措置を活用することにより、西尾市こども給食セン

ター（以下、「給食センター」という。）から市内の公立保育所１５園に

給食を供給する。 

５ 略  

６ 略  

１ 略 

２ 略 

３ 略 

４ 構造改革特別区域の特性 

西尾市（以下「本市」という。）は、平成２３年４月１日西尾市、一色

町、吉良町、幡豆町の１市３町が合併し誕生し、愛知県名古屋都市圏に

あり、愛知県の中央を北から南へ流れる矢作川流域の南端に位置し、

東には三ヶ根山などの山々が連なり、西には矢作川が流れ、南は三河

湾を臨み、佐久島、梶島、前島、沖島が点在し、全体として緑豊かな自

然と風光明媚な景観に恵まれている。 

   交通基盤は、名鉄西尾線が新安城と西尾、名鉄蒲郡線が区域南東部

を走っており、東西方向を走る国道２４７号に各種道路が結節し道路

網が形成され、東には蒲郡市、北には安城市と接している。 

  本市の人口は、令和３年４月１日時点では１７万１，１７３人であ

る。 

  本市では、少子・高齢化、核家族化の進行や夫婦共働き家庭の増加に

より低年齢化する保育の需要と多様化する保育ニーズに対応するた

め、延長保育・一時保育・乳児保育・障害児保育といった特別保育を実

施し、保育の充実を図るなど子育て支援を区域の重点施策として取り

組んでいるが、高まる保育ニーズに対応するため保育所運営費は多額

となっている。 

このため、本特例措置を活用することにより、西尾市立幡豆学校給

食センターから市内の公立保育所１５園に給食を供給する。 

 

５ 略  

６ 略  
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７ 略 

８ 略 

別紙 

 

１ 略 

２ 略 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

   令和４年４月１日 

 

４ 略 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

①  公立保育所の外部搬入を実施するにあたっては、「保育所に

おける食事の提供について（平成 22 年 6 月 1 日付雇児発 0601

第 4号）」における留意事項を遵守する。 

   調理する給食センターにおける設備面については、調理室と

して必要な加熱、保存、配膳等のために必要な機能を有してい

る。 

搬入先の保育所では、加熱、保存、配膳等を行うために必要な

調理室を有している。調理方法については、園児の年齢や発達段

階、健康状態に応じた味付け・固さ・大きさを工夫するとともに、

３歳未満児については、さらに細かく刻み食にし、食べやすく工

夫を加え、発育状況に配慮した給食を提供する。また、食物アレ

ルギー児童については、入所の際必ず全保護者からアレルギーの

状況を聞き、職員がそれを配慮する。体調不良児への対応は保育

所において一人ひとりの子どもの体調を把握し、それぞれに応じ

７ 略 

８ 略 

別紙 

 

１ 略 

２ 略 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

   令和３年８月１日 

 

４ 略 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

①  公立保育所の外部搬入を実施するにあたっては、「保育所に

おける食事の提供について（平成 22 年 6 月 1 日付雇児発 0601

第 4号）」における留意事項を遵守する。 

   調理する給食センターにおける設備面については、調理室と

して必要な加熱、保存、配膳等のために必要な機能を有してい

る。 

搬入先の保育所では、加熱、保存、配膳等を行うために必要な

調理室を有している。調理方法については、園児の年齢や発達段

階、健康状態に応じた味付け・固さ・大きさを工夫するとともに、

３歳未満児については、さらに細かく刻み食にし、食べやすく工

夫を加え、発育状況に配慮した給食を提供する。また、食物アレ

ルギー児童については、入所の際必ず全保護者からアレルギーの

状況を聞き、職員がそれを配慮する。体調不良児への対応は保育

所において一人ひとりの子どもの体調を把握し、それぞれに応じ
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た調理形態を工夫し、食事と水分補給に配慮するとともに、保護

者と連絡を密にして適切に対応する。保育中に体調が悪くなった

児童については、園医などに相談し、水分や適切な食事ができる

ように配慮する。また、検食については、毎回調理後に栄養士等

が行うこととし、調理室の保存検食用冷凍庫で２週間保存を行

う。 

   特例措置による公立保育所における給食の外部搬入について

は、各保育所・給食センターの設置者はいずれも市長であるため、

契約という行為に馴染まないことから、保育所を所管する市部局

と教育委員会部局が覚書を締結する方向で検討する。 

 

【西尾市こども給食センターの概要】 

 

西尾市こども給食センター 

① 設立年月日 

 令和 4年 4月 1日  

② 構造 

鉄骨造平屋建 

③ 建築面積 1367.51㎡ 

④ 職員数  48名 

⑤ 調理能力 1日 2,600食 

調理室面積 570.47㎡ 

設備内容 回転釜、焼き物機、揚げ物機 

野菜裁断機、球根皮むき機 

かくはん機、二重食缶、食器洗

浄機、食缶洗浄機、食器 

食缶消毒保管機、パンラック 

冷蔵庫、冷凍庫、ボイラー 

コンテナ、運搬自動車、食器浸

透槽、エアカーテン、食器消毒保

管機、サイの目カッター 

② 略 

③ 略 

④ 略 

 

た調理形態を工夫し、食事と水分補給に配慮するとともに、保護

者と連絡を密にして適切に対応する。保育中に体調が悪くなった

児童については、園医などに相談し、水分や適切な食事ができる

ように配慮する。また、検食については、毎回調理後に栄養士等

が行うこととし、調理室の保存検食用冷凍庫で２週間保存を行

う。 

   特例措置による公立保育所における給食の外部搬入について

は、各保育所・学校給食センターの設置者はいずれも市長であるた

め、契約という行為に馴染まないことから、保育所を所管する市部

局と教育委員会部局が覚書を締結する方向で検討する。 

 

【学校給食センターの概要】  

 

西尾市立幡豆給食センター 

①設立年月日 

 平成 3年 4月 1日  

②構造 

鉄骨ステンレス葺平屋建 

③建築面積 820.06㎡ 

④職員数  13名 

⑤調理能力  1日 3,000食 

調理室面積 216.00㎡ 

設備内容 回転釜、焼き物機、揚げ物機 

野菜裁断機、球根皮むき機 

かくはん機、二重食缶、食器洗

浄機、食缶洗浄機、食器 

食缶消毒保管機、パンラック 

冷蔵庫、冷凍庫、ボイラー 

コンテナ、運搬自動車、食器浸

透槽、エアカーテン、食器消毒保

管機、サイの目カッター 

②   略 

③  略 

④  略 
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【給食センター配送スケジュール』 

【西尾市こども給食センターの配送スケジュール】 

（配送） 

〇１号車 

 １０時００分 給食センター 

 １０時１３分 一色西部保育園 

 １０時２５分 一色保育園 

 １０時３６分 一色南部保育園 

 １０時５３分 給食センター 

〇２号車 

 １０時０５分 給食センター 

 １０時１４分 横須賀保育園 

 １０時２５分 津平保育園 

 １０時４０分 荻原保育園 

 

 １０時４７分 給食センター 

〇３号車 

 １０時１０分 給食センター 

 １０時２８分 東幡豆保育園 

 １０時４０分 幡豆保育園 

 １０時４７分 見影保育園 

 １０時５６分 鳥羽保育園 

 １１時１１分 給食センター 

〇４号車 

 １０時１５分 給食センター 

 １０時２０分 離島保育園 

 １０時３１分 一色東部保育園 

（回収） 

〇１号車 

 １３時０２分 給食センター 

 １３時１５分 一色西部保育園 

 １３時２７分 一色保育園 

 １３時３８分 一色南部保育園 

 １３時５５分 給食センター 

〇２号車 

 １３時０６分 給食センター 

 １３時１５分 横須賀保育園 

 １３時２６分 津平保育園 

 １３時４１分 荻原保育園 

 

 １３時４８分 給食センター 

〇３号車 

 １２時５７分 給食センター 

 １３時１５分 東幡豆保育園 

 １３時２７分 幡豆保育園 

 １３時３４分 見影保育園 

 １３時４３分 鳥羽保育園 

 １３時５８分 給食センター 

〇４号車 

 １３時０８分 給食センター 

 １３時１５分 白浜保育園 

 １３時２５分 離島保育園 

【給食センター配送スケジュール』 

【西尾市立幡豆学校給食センターの配送スケジュール】 

（配送） 

〇１号車 

 １０時００分 給食センター 

 １０時２３分 一色保育園 

 １０時３３分 一色南部保育園 

  

１１時０６分 給食センター 

〇２号車 

 １０時０５分 給食センター 

 １０時１８分 白浜保育園 

 １０時２８分 離島保育園 

 １０時３９分 一色東部保育園 

 １０時５２分 吉田保育園 

 １１時１３分 給食センター 

〇３号車 

 １０時１０分 給食センター 

 １０時２８分 横須賀保育園 

 １０時３９分 津平保育園 

 １０時５５分 荻原保育園 

 

 １１時１７分 給食センター 

〇４号車 

 １０時２０分 給食センター 

 １０時４６分 一色西部保育園 

 １０時５５分 一色中部保育園 

（回収） 

〇１号車 

 １３時００分 給食センター 

 １３時２３分 一色保育園 

 １３時３１分 一色南部保育園 

  

１４時０６分 給食センター 

〇２号車 

 １３時０５分 給食センター 

 １３時１８分 白浜保育園 

 １３時２８分 離島保育園 

 １３時３９分 一色東部保育園 

 １３時５２分 吉田保育園 

 １４時１３分 給食センター 

〇３号車 

 １３時１０分 給食センター 

 １３時２８分 横須賀保育園 

 １３時３９分 津平保育園 

 １３時５５分 荻原保育園 

 

 １４時１７分 給食センター 

〇４号車 

 １３時２０分 給食センター 

 １３時４６分 一色西部保育園 

 １３時５５分 一色中部保育園 
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 １０時４５分 白浜保育園 

 １０時５５分 吉田保育園 

 １１時０５分 給食センター 

 

〇５号車 

 １０時２０分 給食センター 

 １０時３８分 西尾幼稚園 

 １０時５０分 鶴城幼稚園 

 

 

 １１時１９分 給食センター 

〇６号車 

 １０時２５分 給食センター 

 １０時３３分 一色中部保育園 

 １０時５２分 平坂幼稚園 

 １１時２０分 給食センター 

 １３時３４分 給食センター 

 １３時３８分 給食センター 

 １３時４５分 一色中部保育園 

 １３時５７分 給食センター 

〇５号車 

 １２時５０分 給食センター 

 １３時１５分 鶴城幼稚園 

 １３時２８分 西尾幼稚園 

 

 

 １３時５０分 給食センター 

〇６号車 

 １３時０２分 給食センター 

 １３時０５分 吉田保育園 

 １３時１８分 一色東部保育園 

 １３時２９分 給食センター 

 １３時３１分 給食センター 

 １３時４８分 平坂幼稚園 

 １４時１０分 給食センター 
 

 

 

 １１時２３分 給食センター 

 

〇５号車 

 １０時２０分 給食センター 

 １０時２４分 東幡豆保育園 

 １０時３６分 幡豆保育園 

 １０時４６分 見影保育園 

 １０時５５分 鳥羽保育園 

 １１時１０分 給食センター 

 

 

 １４時２３分 給食センター 

 

〇５号車 

 １３時２０分 給食センター 

 １３時２４分 東幡豆保育園 

 １３時３６分 幡豆保育園 

 １３時４６分 見影保育園 

 １３時５５分 鳥羽保育園 

 １４時１０分 給食センター 
 

 
 


	00.特区計画の変更の認定申請書
	01.計画書・別紙【変更版】
	02構造改革特別区域計画新旧対照表
	03.添付書類一覧
	構造改革特区の認定申請データシート
	データシート様式（特区）
	記入例（特区）

	構造改革特区計画の認定申請　計画概要
	調査様式
	記入例

	添付書類_1 区域図
	添付書類_2西尾市こども給食センター供給先位置図及び配送・回収ルート
	【配送ルート】保幼（4月～）
	【回収ルート】保幼（4月～）

	添付書類_3 構造改革特別区域計画の工程表
	工程表

	添付書類_4西尾市こども給食センターの設置及び管理に関する条例
	添付書類_5-1 配送回収計画（西尾市こども給食センター）
	添付書類_5-2 搬入元調理場平面図（西尾市こども給食センター）
	Sheet1


